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(57)【要約】
【課題】被験者の口部から消化器に挿入する際の障害を
低減できる内視鏡用オーバーチューブを提供する。
【解決手段】内視鏡用オーバーチューブ１は、表面に親
水性潤滑剤からなるコーティング層を備える。親水性潤
滑剤は全量に対し、１～８質量％のポリビニルピロリド
ンと、１０～４０質量％のシクロヘキサノンと、４０～
６０質量％のテトラヒドロフランと、１～２５質量％の
乳酸エチルと、１～２０質量％のエタノールとを含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内への内視鏡の挿入を補助する内視鏡用オーバーチューブにおいて、
　表面に親水性潤滑剤からなるコーティング層を備え、該親水性潤滑剤は全量に対し、１
～８質量％のポリビニルピロリドンと、１０～４０質量％のシクロヘキサノンと、４０～
６０質量％のテトラヒドロフランと、１～２５質量％の乳酸エチルと、１～２０質量％の
エタノールとを含むことを特徴とする内視鏡用オーバーチューブ。
【請求項２】
　請求項１記載の内視鏡用オーバーチューブにおいて、外筒チューブと、該外筒チューブ
の内側に挿入され内視鏡が挿通可能な内筒チューブとを備え、該外筒チューブの内外面に
前記コーティング層を備えることを特徴とする内視鏡用オーバーチューブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用オーバーチューブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被験者の口部から消化器に内視鏡を挿入する際に、該内視鏡の挿入を補助する内
視鏡用オーバーチューブが知られている。
【０００３】
　前記内視鏡用オーバーチューブは、まず、前記内視鏡に外挿された状態で食道から消化
器に挿入されたのち、該内視鏡のみが抜去され、該内視鏡用オーバーチューブが留置され
る。そして、留置された前記内視鏡用オーバーチューブを利用して前記内視鏡を消化器等
の臓器に出し入れして、組織採取、異物摘出、止血、腫瘍摘出、胆石の破砕等の手技を施
すことにより、各種の治療、検査等が行われる。前記内視鏡による治療としては、例えば
、ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）、ＥＡＭ（内視鏡的吸引粘膜切除術）、ＥＶＬ（食
道静脈瘤結紮術）等を挙げることができる。
【０００４】
　前記内視鏡の表面には潤滑剤が塗布されているが、さらに前記内視鏡の操作性向上、手
技時間の短縮、該潤滑剤の使用量低減等のために、表面に親水性潤滑剤からなるコーティ
ング層を備える内視鏡用オーバーチューブが検討されており、各種親水性潤滑剤が提案さ
れている。
【０００５】
　前記親水性潤滑剤として、例えば、ポリビニルピロリドンと、シクロヘキサノンと、テ
トラヒドロフランと、乳酸エチルとを含むものが知られている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５０９２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１記載の親水性潤滑剤は独特の香気があり、被験者によっては
該香気が好まれないため、内視鏡用オーバーチューブを被験者の口部から食道を介して消
化器に挿入する際の障害になることがあるという不都合がある。
【０００８】
　本発明は、かかる不都合を解消して、被験者の口部から食道を介して消化器に挿入する
際の障害を低減することができる内視鏡用オーバーチューブを提供することを目的とする
。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、特許文献１記載の親水性潤滑剤が独特の香気を備える理由について種々
検討した結果、該香気が乳酸エチルに由来することを知見した。本発明者らは前記知見に
基づいてさらに検討を重ねた結果、乳酸エチルの一部をエタノールで置き換えることによ
り、前記親水性潤滑剤の性能を損なうことなく前記香気を低減できることを見出し、本発
明に到達した。
【００１０】
　そこで、前記目的を達成するために、本発明の内視鏡用オーバーチューブは、体内への
内視鏡の挿入を補助する内視鏡用オーバーチューブにおいて、表面に親水性潤滑剤からな
るコーティング層を備え、該親水性潤滑剤は全量に対し、１～８質量％のポリビニルピロ
リドンと、１０～４０質量％のシクロヘキサノンと、４０～６０質量％のテトラヒドロフ
ランと、１～２５質量％の乳酸エチルと、１～２０質量％のエタノールとを含むことを特
徴とする。
【００１１】
　本発明の内視鏡用オーバーチューブにおいて、前記親水性潤滑剤に含まれるポリビニル
ピロリドンは親水性ポリマーであり、生理的食塩水又は内視鏡に塗布される潤滑剤の存在
下に湿潤状態となったときに潤滑性能を発揮する。ポリビニルピロリドンは、前記親水性
潤滑剤の全量に対し１質量％未満では湿潤状態となったときにも潤滑性能を発揮すること
ができず、該親水性潤滑剤の全量に対し８質量％を超えてもそれ以上の潤滑性能を得るこ
とはできない。
【００１２】
　また、シクロヘキサノン及びテトラヒドロフランは、前記内視鏡用オーバーチューブの
表面にポリビニルピロリドンを結合する結合剤として作用する。前記親水性潤滑剤の全量
に対し、シクロヘキサノンが１０質量％未満又はテトラヒドロフランが４０質量％未満で
は、前記内視鏡用オーバーチューブの表面にポリビニルピロリドンを結合することができ
ない。また、前記親水性潤滑剤の全量に対し、シクロヘキサノンが４０質量％を超えるか
、又はテトラヒドロフランが６０質量％を超えると、相対的にポリビニルピロリドンの含
有量が低下し、湿潤状態となったときにも潤滑性能を発揮することができない。
【００１３】
　また、乳酸エチル及びエタノールは、ポリビニルピロリドンの溶剤として作用する。乳
酸エチルは、前記親水性潤滑剤の全量に対し１質量％未満では、ポリビニルピロリドンを
溶解することができない。また、乳酸エチルは、前記親水性潤滑剤の全量に対し２５質量
％を超えると、該親水性潤滑剤の香気を低減する効果を得ることができない。
【００１４】
　一方、エタノールは、前記親水性潤滑剤の全量に対し１質量％未満では、前記親水性潤
滑剤の香気を低減する効果を得ることができない。また、エタノールは、前記親水性潤滑
剤の全量に対し２０質量％を超えると、ポリビニルピロリドンを溶解することができない
。
【００１５】
　本発明の内視鏡用オーバーチューブは、例えば、外筒チューブと、該外筒チューブの内
側に挿入され内視鏡が挿通可能な内筒チューブとを備え、該外筒チューブの内外面に前記
コーティング層を備える構成とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の内視鏡用オーバーチューブの構成を示す斜視図。
【図２】Ａは本発明の内視鏡用オーバーチューブの外筒チューブの構成を示す斜視図、Ｂ
は本発明の内視鏡用オーバーチューブの内筒チューブの構成を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　次に、添付の図面を参照しながら本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態の内視鏡用オーバーチューブ１は、体内への内視鏡の挿
入を補助する際に、被験者の口部から食道を介して消化器に挿入されるものであり、外筒
チューブ１０と、内筒チューブ２０とからなる。
【００１９】
　外筒チューブ１０は、図２Ａに示すように、ポリ塩化ビニル等の軟質樹脂からなる外筒
チューブ本体１１と、外筒チューブ本体１１の基端部に取着されたＡＢＳ等の樹脂からな
る外筒グリップ１２とからなる。外筒グリップ１２は、外周面の互いに対向する位置に１
対のロックキャップ１３を備え、ロックキャップ１３により図示しないバイトブロック（
マウスピース）に係止されるようになっている。外筒チューブ１０は、外筒チューブ本体
１１の外面で消化管壁に接触する一方、外筒チューブ本体１１の内面が内視鏡（図示せず
）及び内筒チューブ２０の挿入又は抜去の通路となる。
【００２０】
　また、内筒チューブ２０は、図２Ｂに示すように、ポリ塩化ビニル等の軟質樹脂からな
る内筒チューブ本体２１と、内筒チューブ本体２１の基端部に取着されたＡＢＳ等の樹脂
からなる内筒グリップ２２とからなる。内筒チューブ２０は、外筒チューブ１０の内側に
挿入されることにより、外筒チューブ１０の内壁と内視鏡外面との間隙を低減し、該間隙
に消化管粘膜の巻き込みを防止する作用を備えている。
【００２１】
　内視鏡用オーバーチューブ１は、前述のように外筒チューブ１０の外筒チューブ本体１
１がその外面で消化管壁に接触する一方、その内面が内視鏡（図示せず）及び内筒チュー
ブ２０の挿入又は抜去の通路となる。そこで、内視鏡用オーバーチューブ１は、例えば、
外筒チューブ本体１１の内外面に親水性潤滑剤からなるコーティング層（図示せず）を備
えている。
【００２２】
　本実施形態の内視鏡用オーバーチューブ１において、前記親水性潤滑剤は、全量に対し
、１～８質量％のポリビニルピロリドンと、１０～４０質量％のシクロヘキサノンと、４
０～６０質量％のテトラヒドロフランと、１～２５質量％の乳酸エチルと、１～２０質量
％のエタノールとを含む。
【００２３】
　前記親水性潤滑剤において、ポリビニルピロリドンは親水性ポリマーであり、生理的食
塩水又は内視鏡に塗布される潤滑剤の存在下に湿潤状態となったときに潤滑性能を発揮す
る。ポリビニルピロリドンは、前記親水性潤滑剤の全量に対し、好ましくは１～３質量％
とされる。
【００２４】
　また、シクロヘキサノン及びテトラヒドロフランは、前記内視鏡用オーバーチューブの
表面にポリビニルピロリドンを結合する結合剤として作用する。シクロヘキサノンは、前
記親水性潤滑剤の全量に対し、好ましくは１０～３０質量％とされる。また、テトラヒド
ロフランは、前記親水性潤滑剤の全量に対し、好ましくは４５～５５質量％とされる。
【００２５】
　また、乳酸エチル及びエタノールは、ポリビニルピロリドンの溶剤として作用する。乳
酸エチルは、前記親水性潤滑剤の全量に対し、好ましくは５～１５質量％とされる。また
、エタノールは、前記親水性潤滑剤の全量に対し、好ましくは５～１５質量％とされる。
【００２６】
　ここで、エタノールは、ポリビニルピロリドンの溶剤としての乳酸エチルの一部を代替
する成分として用いられ、前記範囲の量とすることにより乳酸エチルに由来する前記親水
性潤滑剤の独特の香気を低減ことができる。この結果、本実施形態の内視鏡用オーバーチ
ューブ１は、被験者の口部から食道を介して消化器に挿入する際の障害を低減する効果を
得ることができる。
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【００２７】
　尚、本実施形態では、外筒チューブ本体１１の内外面に前記コーティング層を備える構
成としているが、該コーティング層は内筒チューブ本体２１の内外面にも備えるようにし
てもよい。また、本実施形態では、内視鏡用オーバーチューブ１は、外筒チューブ１０と
内筒チューブ２０とからなる構成としているが、外筒チューブ１０のみからなるものであ
ってもよい。
【符号の説明】
【００２８】
　１…内視鏡用オーバーチューブ、　１０…外筒チューブ、　２０…内筒チューブ。

【図１】 【図２】
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